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狛こ
ま
い
ぬ

 

犬

　
高こ
ま
い
ぬ

麗
犬
と
も
書
き
、
神
社
社
殿
の
内
部
又
は
、
境
内

に
守
護
と
装
飾
と
の
意
味
を
兼
ね
て
置
か
れ
る
一
対
の

獣
形
像
で
あ
り
、
木
・
石
・
金
属
・
陶
製
と
材
質
は
様
々

で
、
寺
院
に
置
か
れ
る
事
も
あ
る
。

　
狛
犬
の
原
形
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
・
イ
ン
ド
に
お
け
る

ラ
イ
オ
ン
像
に
起
こ
り
、
中
国
、
韓
国
を
経
て
日
本
に

渡
来
し
た
も
の
で
あ
り
、
初
め
は
鎮お
も
し子
等
と
し
て
宮
殿

の
調
度
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
朝

鮮
半
島
か
ら
来
た
異
形
の
犬
と
い
う
意
味
で
、「
コ
マ

イ
ヌ
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
鎮
子
か

ら
魔
除
け
の
意
味
合
い
が
強
く
な
り
、
神
社
や
寺
院
に

も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
形
状
は
、
座
っ
た
も
の
、
尻
尾
を
上
げ
た
も
の
、
玉

を
抱
い
て
い
る
も
の
等
様
々
で
あ
る
が
、
一
般
に
は
口

を
開
け
た
阿あ

形
と
、
口
を
閉
じ
た
吽う
ん

形
の
一
対
で
置
か

れ
る
。

　
阿あ
う
ん吽
の
「
阿
」
は
、口
を
開
い
て
発
す
る
声
で
、「
吽
」

は
口
を
閉
じ
て
発
す
る
声
と
さ
れ
、
万
物
の
根
元
を
表

し
、対
に
な
る
物
を
表
す
用
語
と
し
て
も
使
用
さ
れ
た
。

　
当
社
の
狛
犬
は
、
鶴
﨑
神
社
本
殿
前
と
拝
殿
右
側
石

段
脇
二
ヶ
所
と
拝
殿
左
側
石
段
脇
と
鹿
島
神
社
前
の
五

対
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　
本
殿
前
狛
犬
は
最
も
古
く
、
寛
政
五
年
（1793

）

九
月
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
砂
岩
系
の
石
で
造
ら
れ

て
お
り
、
座
し
た
姿
で
あ
る
。

　
拝
殿
下
右
側
石
段
脇
上
座
の
狛
犬
は
、
当
社
で
は
最

も
新
し
く
、
昭
和
八
年
一
月
、
原
福
藏
作
「
倣
国
宝
近

江
国
大
寶
神
社
所
蔵
木
彫
高
麗
狗
」と
刻
さ
れ
て
お
り
、

現
在
の
大だ

い
ほ
う
じ
ん
じ
ゃ

寶
神
社
（
滋
賀
県
栗
東
市
綣
）
が
所
有
し
て

い
る
金
箔
が
貼
ら
れ
た
木
製
の
狛
犬
（
国
宝
・
京
都
国

立
博
物
館
所
蔵
）
を
模
し
て
製
作
さ
れ
、木
村
淺
五
郎
、

木
村
竹
太
郎
の
両
氏
が
奉
納
し
て
い
る
。
こ
の
狛
犬
も

座
し
た
姿
で
あ
る
。

　
拝
殿
下
右
側
石
段
脇
下
座
の
狛
犬
は
、
明
治
二
十
八

年
五
月
に
製
作
さ
れ
、
設
置
さ
れ
た
。
明
治
二
十
八
年

は
拝
殿
を
改
築
し
た
年
に
あ
た
る
事
か
ら
、
明
治
の
大

改
築
は
社
殿
を
始
め
、
工
作
物
に
至
る
ま
で
の
大
規
模

工
事
だ
っ
た
事
が
窺
え
る
。
こ
の
狛
犬
は
尻
尾
を
上
げ

た
姿
で
あ
る
。

　
拝
殿
下
左
側
石
段
脇
の
狛
犬
は
、嘉
永
五
年
（1852

）

五
月
に
製
作
さ
れ
、
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
狛
犬
は
尻
尾

を
上
げ
玉
を
抱
い
た
姿
で
あ
る
。

　
鹿
島
神
社
前
の
狛
犬
は
、
大
正
十
五
年
五
月
に
宮
崎

の
氏
子
に
よ
り
奉
納
、
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
狛
犬
は
尻

尾
を
上
げ
た
姿
で
あ
る
。

本殿前の狛犬（寛政 5 年）
　　

大寶神社の国宝を模した狛犬（昭和 8 年）拝殿右側石段脇下座の狛犬（明治 28 年）拝殿左側石段脇の狛犬（嘉永 5 年）

で
、
河
合
政
三
郎
、
河
合
壽
美
次
の
両
氏
が
寄
進
し
て

い
る
。
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鹿島神社前の狛犬（大正 15 年）

鳥と

り

い

 

居

　
神
域
の
表
示
或
い
は
、
神
社
の
門
な
ど
と
し
て
建
立

し
、
神
域
を
表
示
す
る
場
合
も
多
い
が
、
垣
や
塀
の
間

に
設
け
た
門
柱
と
し
て
出
来
た
も
の
が
様
式
化
さ
れ
た

も
の
と
さ
れ
る
。

　
鳥
居
の
様
式
は
、
伊
勢
鳥
居
、
山さ
ん
の
う王
鳥
居
、
春
日
鳥

居
、
八
幡
鳥
居
な
ど
様
々
な
種
類
が
あ
る
が
、
大
別
す

る
と
全
て
直
線
で
造
ら
れ
た
神し
ん
め
い明
鳥
居
と
、
笠
木
が

反
っ
た
明み
ょ
う
じ
ん神
鳥
居
と
に
分
け
ら
れ
る
。
材
質
は
、
木
、

石
、
銅
な
ど
で
造
ら
れ
る
が
、
白
木
の
木
製
が
最
も
古

い
形
で
あ
る
。

　
当
社
の
鳥
居
は
正
面
石
段
前
と
、
東
参
道
口
と
境
内

の
金
刀
比
羅
神
社
参
道
の
三
ヶ
所
に
設
置
さ
れ
て
い

る
。

　
表
参
道
（
正
面
石
段
前
）
の
鳥
居
は
石
製
の
明
神
鳥

居
で
あ
る
。
建
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
建
立
当
時

に
付
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
御
嵜
宮
」
と
記
さ

れ
た
石
製
の
社
号
額
が
鳥
居
か
ら
外
さ
れ
、
保
存
さ
れ

て
い
る
事
か
ら
、
御
崎
宮
か
ら
鶴
﨑
神
社
に
社
名
を
変

更
し
た
明
治
以
前
に
建
立
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
神
輿

の
渡
御
を
考
慮
し
、
貫
ま
で
の
高
さ
を
十
分
に
と
っ
た

規
模
の
大
き
な
鳥
居
で
あ
る
。
現
在
の
石
製
「
鶴
﨑
神

社
」
社
号
額
は
、
そ
れ
ま
で
の
木
製
社
号
額
が
老
朽
化

し
た
た
め
、
平
成
八
年
に
取
り
付
け
ら
れ
た
。

　
東
参
道
口
の
鳥
居
も
石
製
の
明
神
鳥
居
で
あ
る
。
寛

延
三
年
（1750

）
安
原
荘
左
ヱ
門
忠
種
の
寄
進
に
よ

り
建
立
さ
れ
た
。
ま
た
、
平
成
十
三
年
七
月
、
新
た
に

石
製
の
「
鶴
﨑
神
社
」
社
号
額
を
取
り
付
け
た
。

表参道の鳥居

 東参道口の鳥居（寛延 3 年）

　
金
刀
比
羅
神
社
参
道
の
鳥
居
も
石
製
の
明
神
鳥
居
で

あ
る
。
明
治
十
五
年
五
月
に
建
立
さ
れ
て
お
り
、
鳥
居

の
足
に
「
信
徒
中
」
と
刻
さ
れ
て
い
る
。
小
規
模
な
が

ら
破
損
は
無
い
。

金刀比羅神社参道の鳥居（明治 15 年）

玉た
ま
が
き

 

垣
・
石い

し 

段だ
ん

　
玉
垣
は
社
殿
及
び
神
聖
地
を
限
る
た
め
に
四
方
に
巡

ら
し
た
垣
で
あ
る
。

　
一
般
に
は
木
、石
な
ど
で
造
ら
れ
、そ
の
形
状
は
様
々

で
あ
る
。
古
く
は
、
垣
は
樹
木
を
も
っ
て
囲
む
柴し
ば
が
き垣
で

あ
っ
た
と
さ
れ
、
次
第
に
木
製
や
石
製
に
な
り
、
更
に

二
重
・
三
重
に
設
け
ら
れ
て
行
っ
た
。

　
複
数
の
垣
に
な
る
場
合
は
、
内
側
を
瑞み
ず
が
き垣
、
外
側
を

玉
垣
・
荒あ
ら
が
き垣
又
は
板い
た
が
き垣
と
い
う
。

　
当
社
の
玉
垣
は
、
三
ヶ
所
で
四
組
み
に
分
け
ら
れ
て

設
置
さ
れ
て
お
り
、
一
般
の
神
社
の
様
に
四
方
に
巡
ら

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
社
殿
が
斜
面
に
階
段
状
に

建
設
さ
れ
て
い
る
た
め
、
玉
垣
は
前
面
の
み
の
設
置
で

そ
の
目
的
が
果
た
さ
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

第 5 節　工作物


